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新型インフルエンザ等対策特別措置法 
平成25年（2013年）4月1日施行 

 第六条  新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（以下「政府行動計画」という。）を 
      定める。  

 一  新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針  

 二  政府行動計画においては、国が実施する次に掲げる措置に関する事項を定める。 
◦ イ 情報収集 

◦ ロ 情報の適切な方法による提供 

◦ ハ 新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における対策の総合的な推進 

◦ ニ 検疫、特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置 

◦ ホ 医療の提供体制の確保のための総合調整 

◦ ヘ 生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置 

 

法的な強制力 













新型インフルエンザ等対策ガイドライン 

Ⅴ. 医療体制に関するガイドライン 
 第1章 はじめに 

 第2章 未発生期から進める医療体制の整備について 
◦ １．地域レベルの体制整備 

◦ ２．医療機関等における体制整備 

◦ ３．検査体制の整備 

 第3章 発生期における医療体制の維持・確保について 
◦ １．海外発生期から地域発生早期における医療体制 

◦ ２．地域感染期における医療体制 

◦ 小康期以降の医療体制 

 第4章 患者搬送および移送について 
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第2章 未発生期から進める医療体制の整備について 
１．地域レベルの体制整備 （その１） 

① 国は、医療体制の確保について日本医師会等の関係機関と連携し、 
都道府県等に対し必要な助言等を行うとともに、都道府県等の 
体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップを行う。 

 

 ② 都道府県においては、保健所を設置する市及び特別区が管轄する地域を
含め、二次医療圏等の圏域ごとの医療体制の整備に努め、その状況を 
随時フォ ローアップするとともに、必要な助言、調整を行える体制を 
整備する。 

 

③ 都道府県と保健所を設置する市及び特別区は、医療体制の整備に関する 
協議を行い、その役割分担について調整することが求められる。 

広島県 

国と広島県 

広島県と各市町村 
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第2章 未発生期から進める医療体制の整備について 
１．地域レベルの体制整備 （その２） 

④ 都道府県等は、二次医療圏等の圏域を単位とし、保健所を中心として、 
地域医師会、地域薬剤師会、指定（地方）公共機関である医療機関を含む
地域の中核的医療機関（独立行政法人国立病院機構の病院、大学附属 
病院、公立病院等）や医療機関、薬局、市町村、消防等の関係者からなる 
対策会議を 設置し、地域の関係者と密接に連携を図りながら地域の実情に
応じた医療体制の整備を推進する。  

 

⑤ 医療の分野での対策を推進するに当たっては、対策の現場である医療機関 
等との迅速な情報共有が必須であり、地方公共団体を通じた連携だけでは
なく、日本医師会・地域医師会・学会等の関係機関のネットワークの活用が
重要である。 

この後開催予定の新型インフルエンザ対策会議？ 
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第2章 未発生期から進める医療体制の整備について 
２．医療機関等における体制整備  

 （１）診療継続計画（BCP）の作成 

 （２）帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センターの整備 

 （３）入院病床の確保 

 （４）院内感染対策 

 （５）地域感染期における診療体制の構築 

 （６）新型インフルエンザ等の初診患者の診療を原則行わない医療機関における体制整備  

 （７）医療機関の収容能力を超えた場合の準備 

 （８）医療関係者に対する要請等について  

 （９）その他 

帰国者・接触者外来は概ね 
人口10万人に１ヵ所程度設置 
することが望ましいと言われる。 



新型インフルエンザ等対策ガイドライン Ⅴ. 医療体制に関するガイドライン 

 
第2章 未発生期から進める医療体制の整備について 
３．検査体制の整備  

 厚生労働省は、都道府県等に対し、地方衛生研究所における 
新型インフル エンザ等に対する PCR 検査等を実施する体制を 
整備するよう要請し、その技術的支援を行う。  







ご静聴、ありがとうございました。 


